
○
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選

任
の
同
意

　

任
期
満
了
と
な
る
藤
堂　

尚
氏
を
引
き

続
き
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
と

し
て
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

○
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

　

任
期
満
了
と
な
る
村
中
弘
幸
氏
を
引
き

続
き
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
任
命
す
る
こ

と
に
同
意
し
ま
し
た
。

○
陳
情
の
撤
回
に
つ
い
て

　

和
順
講
講
長
外
21
名
か
ら
提
出
さ
れ

た
「
末
端
水
路
の
整
備
と
災
害
防
止
に
つ

い
て
」
は
雨
水
排
水
路
が
一
部
整
備
さ
れ
、

ま
た
、
将
来
の
整
備
計
画
も
示
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
災
害
防
止
に
向
け
て
一
定
の
成

果
が
確
認
さ
れ
た
と
の
判
断
で
、
陳
情
を

取
り
下
げ
る
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
こ
れ

を
承
認
し
ま
し
た
。

○
市
長
等
及
び
教
育
長
の
給
与
の
特
例
に

関
す
る
条
例
を
制
定

　

本
市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
勘
案
し
、

市
長
等
三
役
及
び
教
育
長
の
給
料
月
額
を

従
前
に
引
き
続
い
て
平
成
19
年
3
月
分
ま

で
、
市
長
10
%
、
助
役
8
%
、
収
入
役
お

よ
び
教
育
長
7
%
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ

る
特
例
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

○
大
竹
市
障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
会
の

委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条
例
を
制
定

　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
公
布
に
よ
り
、

市
町
村
に
そ
れ
ぞ
れ
審
査
会
を
設
置
し
、

そ
の
審
査
お
よ
び
判
定
に
基
づ
い
て
障
害

程
度
区
分
を
認
定
し
、
併
せ
て
介
護
給
付

等
の
支
援
の
要
否
等
を
決
定
す
る
こ
と
と

な
っ
た
た
め
、
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

○
大
竹
市
国
民
保
護
協
議
会
条
例
を
制
定

○
大
竹
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
大
竹

市
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
を
制
定

　

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保

護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
よ
り
、
本
市
に
お
け
る
具
体
的
な
対
応

を
行
う
た
め
、
2
件
の
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。

○
大
竹
市
三
倉
岳
県
立
自
然
公
園
休
憩
所

設
置
及
び
管
理
条
例
を
制
定

○
大
竹
市
三
倉
岳
県
立
自
然
公
園
休
憩
所

の
指
定
管
理
者
を
指
定

　

三
倉
岳
休
憩
所
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
さ
せ
る
た
め
の

条
例
を
制
定
し
、
三
倉
岳
県
立
自
然
公
園

協
議
会
を
指
定
管
理
者
と
す
る
こ
と
を
議

決
し
ま
し
た
。

○
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
を
一
部

改
正

　

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
き
設
置
さ

れ
る
大
竹
市
障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
会

委
員
の
日
額
報
酬
を
設
定
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

を
一
部
改
正

　

人
事
院
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
平
成
17

年
度
の
給
与
改
定
に
関
す
る
勧
告
に
沿
っ

た
国
家
公
務
員
の
新
し
い
給
与
体
系
に
準

じ
て
、
本
市
職
員
の
給
与
改
定
を
行
う
た

め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
手
数
料
条
例
を
一
部
改
正

　

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関

す
る
政
令
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
等
を

一
部
改
正

　

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
、
憩
の
森
、
広
原

農
村
公
園
に
つ
い
て
は
指
定
管
理
者
制
度

を
導
入
せ
ず
、
当
面
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り

市
の
直
営
で
管
理
を
行
う
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
関
係
条
例
の

改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
マ
ロ
ン
の
里
設
置
及
び
管
理
条

例
を
制
定

○
大
竹
市
マ
ロ
ン
の
里
の
指
定
管
理
者
を

指
定

　

マ
ロ
ン
の
里
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
指

定
管
理
者
制
度
に
移
行
さ
せ
る
た
め
の
条

例
を
制
定
し
、
佐
伯
中
央
農
業
協
同
組
合

を
指
定
管
理
者
と
す
る
こ
と
を
議
決
し
ま

し
た
。

○
大
竹
市
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
支
給

条
例
を
一
部
改
正

　

県
の
制
度
見
直
し
に
合
わ
せ
、
一
医
療

機
関
ご
と
に
一
日
5
0
0
円
の
一
部
負
担

金
を
導
入
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給

条
例
を
一
部
改
正

　

県
の
制
度
見
直
し
に
合
わ
せ
、
一
医
療

機
関
ご
と
に
一
日
2
0
0
円
の
一
部
負
担

金
を
導
入
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
国
民
健
康
保
険
条
例
を
一
部
改
正

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
国
民
健
康

保
険
等
の
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額

の
算
定
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
料
の
算
定

等
に
関
し
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

第
2
回　

3
月
定
例
市
議
会

　

会
期
中
に
審
議
し
た
議
案
は
、
当
初
予
算
案
12
件
（
原
案
可
決
）、
条
例
案

22
件（
原
案
可
決
）、補
正
予
算
案
12
件（
原
案
可
決
）、陳
情
3
件（
継
続
審
査
）、

そ
の
他
9
件
で
し
た
。

　

主
な
議
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。 会

期　

3
月
1
日
〜
31
日

平成18年
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○
大
竹
市
介
護
保
険
条
例
を
一
部
改
正

　

介
護
保
険
制
度
の
改
正
を
踏
ま
え
、
第

3
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
た
こ

と
に
伴
い
、
平
成
18
年
度
か
ら
3
年
間
の

介
護
保
険
料
を
新
た
に
算
定
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
条
例

を
一
部
改
正

　

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
に
つ
い
て
は

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
せ
ず
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
市
の
直
営
で
管
理
を
行
う
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
立
公
民
館
設
置
及
び
管
理
条
例

等
を
一
部
改
正

　

総
合
市
民
会
館
を
は
じ
め
と
す
る
社
会

教
育
施
設
等
に
つ
い
て
は
指
定
管
理
者
制

度
を
導
入
せ
ず
、
当
面
は
こ
れ
ま
で
ど
お

り
市
の
直
営
で
管
理
を
行
う
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
水
道
条
例
を
一
部
改
正

　

現
状
の
船
舶
給
水
料
金
は
他
都
市
と
比

較
し
て
高
い
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

を
見
直
す
た
め
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。

○
大
竹
市
火
災
予
防
条
例
を
一
部
改
正

　

条
文
中
に
遮
熱
材
料
の
ひ
と
つ
と
し
て

例
示
さ
れ
て
い
る
石
綿
を
削
除
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
消
防
等
賞
じ
ゆ
つ
金
及
び
殉
職

者
特
別
賞
じ
ゆ
つ
金
条
例
を
一
部
改
正

　

平
成
18
年
4
月
1
日
か
ら
広
島
県
市
町

公
務
災
害
補
償
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
退
職
手
当
基
金
条
例
を
一
部
改

正
　

平
成
18
年
4
月
1
日
か
ら
広
島
県
市
町

職
員
退
職
手
当
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
に

伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正

な
ら
び
に
廃
止
を
行
い
ま
し
た
。

○
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
等
を
廃

止
す
る
条
例
を
制
定

　

平
成
18
年
4
月
1
日
か
ら
広
島
県
市
町

公
務
災
害
補
償
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
に

伴
い
、
関
係
条
例
の
廃
止
を
行
い
ま
し
た
。

○
大
竹
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
の
指
定

管
理
者
を
指
定

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
元
町
の
指
定
管

理
者
に
大
竹
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

を
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
栄
町
の
指
定

管
理
者
に
栄
B
地
区
自
治
会
連
合
会
を
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
玖
波
の
指
定
管
理

者
に
現
在
の
管
理
運
営
委
員
会
を
そ
れ
ぞ

れ
指
定
す
る
こ
と
を
議
決
し
ま
し
た
。

○
大
竹
市
地
区
集
会
所
の
指
定
管
理
者
を

指
定

　

小
栗
林
集
会
所
の
指
定
管
理
者
を
小
栗

林
自
治
会
と
す
る
こ
と
を
議
決
し
ま
し
た
。

○
大
竹
市
三
倉
岳
人
工
登
は
ん
壁
の
指
定

管
理
者
を
指
定

　

三
倉
岳
人
工
登
は
ん
壁
の
指
定
管
理
者

を
引
き
続
き
三
倉
岳
県
立
自
然
公
園
協
議

会
と
す
る
こ
と
を
議
決
し
ま
し
た
。

○
工
事
請
負
契
約
の
変
更
契
約
の
締
結

　

大
願
寺
山
宅
地
造
成
工
事
（
そ
の
一
）

に
つ
い
て
、
雨
水
排
水
工
と
調
整
池
工
の

一
部
を
河
川
整
備
工
と
し
て
再
編
し
、
開

発
周
辺
部
に
森
林
工
を
追
加
す
る
と
と
も

に
施
工
期
間
を
確
保
す
る
た
め
の
工
期
延

長
を
行
う
た
め
、
変
更
契
約
を
可
決
し
ま

し
た
。

変
更
前　

89
億
2
8
5
万
2
千
3
5
0
円

変
更
後　

89
億
8
千
8
0
0
万
円

請
負
者　

㈱
大
林
組
、
五
洋
建
設
㈱
、

三
菱
重
工
業
㈱
、
三
菱
レ
イ
ヨ
ン
・
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱
特
定
建
設
工
事
共
同
企

業
体

○
平
成
17
年
度
大
竹
市
一
般
会
計
補
正
予

算
第
7
号
お
よ
び
第
8
号

　

第
7
号
に
お
け
る
歳
出
補
正
額
の
主
な

内
容
は
、
総
務
費
で
退
職
手
当
1
億
9
千

8
0
0
万
円
の
追
加
、
衛
生
費
で
ト
レ

イ
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
処
分
委
託
料
2
千

8
9
5
万
円
の
追
加
、
農
林
水
産
業
費
で

は
漁
港
施
設
に
つ
い
て
の
県
営
事
業
負
担

金
2
千
9
6
万
7
千
円
の
減
額
、
商
工
費

で
は
融
資
預
託
金
等
執
行
残
の
整
理
2
億

4
千
5
2
8
万
8
千
円
の
減
額
、
土
木
費

で
は
河
川
・
水
路
の
改
良
保
全
事
業
に
要

す
る
経
費
ほ
か
2
億
6
千
7
8
8
万
円
の

追
加
な
ど
で
す
。

　

歳
入
補
正
額
の
主
な
内
容
は
、
法
人
市

民
税
1
億
8
千
1
8
2
万
2
千
円
の
増
額
、

国
庫
支
出
金
お
よ
び
県
支
出
金
の
事
業
実

績
に
伴
う
整
理
、
退
職
手
当
に
伴
う
水
道

会
計
か
ら
の
繰
入
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

第
8
号
は
、
一
般
会
計
補
正
予
算
第
7

号
の
作
成
後
に
申
し
出
の
あ
っ
た
、
職
員

の
退
職
に
伴
う
予
算
1
千
7
0
0
万
円
の

追
加
で
、
以
上
2
件
の
補
正
予
算
に
よ
り

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を
、

1
2
4
億
4
千
2
6
万
円
と
す
る
も
の
で

す
。

※　

そ
の
他
、
特
別
会
計
6
件
、
企
業
会

計
4
件
の
補
正
予
算
な
ど
が
審
議
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

コミュニティサロン玖波
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